佐賀市主任児童委員改選要領
令和７年３月４日改正
第１  選任の趣旨
  近年、出生率の低下に伴う少子化、核家族化や都市化の進展等に伴い、子どもと家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりが社会全体の重要な課題となっている。
　このような中で、主任児童委員の役割については、児童福祉関係機関等と地区を担当する児童委員との連絡・調整や地域における児童福祉のネットワークづくりなど、非常に重要な責務を果たしており、主任児童委員の活動は今後ますます期待がされているところである。
　このため、主任児童委員の選任は、地域の住民の信頼を得、その期待に応え得る適格者を求めることを主眼として行う必要がある。
　そこで、主任児童委員の選任にあたっては、各地区民生委員児童委員協議会会長が、各校区自治会長に協力を仰ぎながら、候補者の推薦をしていただくこととしている。
  なお、この要領に定めないものは、「佐賀市民生委員・児童委員改選要領」による。
第２  候補者の選出
  １　適格の要件について
　　　下記の４つの要件のいずれか１つに該当する方の推薦をお願いする。
 （１）児童福祉施設等の施設長若しくは児童指導員若しくは保育士等として勤務した方、又は里親として児童養育の経験がある方
 （２）学校等の教員の経験を有する方
 （３）保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を有する方
 （４）子供会活動、少年スポーツ活動、少年補導活動、愛育班活動、ＰＴＡ活動等の活動実績を有する方
  ２  年齢について
（１）新たな主任児童委員を推薦する場合は、原則として５５歳未満の者の選出に努める。
　　　　ただし、地域の実情を踏まえ、これによりがたい場合は、地域活動実績等を考慮し、５５歳以上の者を選任することができる。（この場合、理由の記載が必要）

（２）現在の主任児童委員を推薦する場合は、原則として６５歳未満の者の選出に努める。
ただし、地域の実情を踏まえ、これによりがたい場合は、地域活動実績等を考慮し、６５歳以上の者を選任することができる。（５５歳以上の方を選任する場合は、理由の記載が必要）

　３  選出にあたっての留意事項
（１）主任児童委員制度の趣旨を踏まえ、地域の中から広く適任者を選出するため、 原則として現職の民生委員・児童委員（主任児童委員を除く。）を主任児童委員として推薦することは避ける。

（２）女性の積極的な登用に努め、主任児童委員の半数は女性となるよう努める。
（３）現職の教職員、保健師等、法令その他の条例等により職務の専念義務を課されている方を選出する場合、任命権者の理解及び合意が得られ、かつ主任児童委員としての活動時間が十分確保できるか等十分検討する。

　　　また、職業によっては任命権者の同意書が必要になる場合がある。
第３  推薦手続
  １  推薦は別に示す「主任児童委員候補者推薦届兼個人調書（様式２）」により行うこと。

２　推薦書類は市福祉総務課へ提出すること。
